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研究成果の概要（和文）：　北タイのチェンマイ県サンパトーン郡および東北タイのスリン県チョンプラ郡チョンプラ
町とムアンリン区の村において、社会福祉制度を調査した。北タイと東北タイの町では健康基金が導入されていなかっ
た。理由は町全体で合意を図るのが難しいためである。農村地区の２か所には健康基金が導入されていた。タックシン
政権以後、補助金の受皿として多くの住民組織がつくられた。村長と自治体委員、村落保健ボランティア委員長が新し
く組織された住民組織の委員長等に就任していた。なかでも村落保健ボランティア委員長は村人と広いネットワークを
有していた。将来、彼/彼女が農村の市民社会形成にあたり重要な役割を果たすことが予想される。

研究成果の概要（英文）：I have researched social welfare funds in two towns and two villages in north and 
northeastern Thailand. Social welfare funds have not been introduced in two towns but in two rural areas. 
One of the reasons is it is difficult to achieve consensus among all communities in towns.  Since Thaksin 
government, many villager organizations have been formed. The village headperson, two Tambon committee mem
bers, and the chairperson of the committee of the village health volunteer(VHV) have been chairpersons of 
new villager organizations. The two former persons have power but the chairperson of the VHV committee doe
s not have it. However, he/she has broad network of many villagers. In the future, the chairperson seems t
o be of help to make the formation of civil society in Thai rural areas.
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１．研究開始当初の背景 
近年、タイ農村は地方分権や健康保険制度

改革がすすみ、大きな変貌を遂げつつある。
1995 年に区自治体が法制化され、区の予算
が区自治体で真偽されるようになった。また、
政府は2002年以降いわゆる30バーツ医療制
度を実施するとともに、2008 年以後いわゆ
る SML 資金を行政村に提供し農村開発をす
すめた。政府からの資金補助の受皿として村
の中に多くの住民組織がつくられた。なかで
も、区健康基金を推奨し、住民に自主的に基
金の総越を促したことは注目される。 
 タイ政府は国民皆保険制度を実施するた
めに、国民健康保障局（NHSO）を創設し 2002
年に国民健康保障法を施行している。国民健
康保障局が健康基金事業のモデルとして取
り上げたもののなかに「１日１バーツ基金」
運動が挙げられている。「１日１バーツ基金」
は、1978 年にソンクラー県のある小学校長
チョップ・ヨートゲーオが始めたものである。
１日１バーツを節約させ、それを基金にして
給食や構内の栽培にあてがわれた。その後基
金は、教育支援の融資や医療・福祉への支援
にも活用された。この運動は 1980 年代以降、
南部のみならず東北タイや北タイなど各地
に広がっていった。 
 NHSO は 2006 年に「区健康基金」の運用
について指針を定め、区健康基金を推進した。
2008 年から 2009 年に、すべての区（タンボ
ン）に基金を創設することが定められている
が、まだ未設定のタンボンもある。 
政府資金の受皿としてつくられた住民組

織の委員長などに就任しているのは村長・区
自治体委員のほかに、村落保健ボランティア
委員会委員長である。結果的に、彼らの重要
性が増したといえる。そのほか、村落保健ボ
ランティアの仕事は、無償から有償になり、
重要になっている。 

 
２．研究の目的 
 村落保健ボランティアは保健所と住民の
中間にあり、さらに高齢者の世話を担ってい
るため村人と数多くのネットワークを有し
てきた。近年の農村の急激な変貌のなかで、
村落保健ボランティアの活動が注目される。
その主要な理由として、村落保健ボランティ
アが農村を市民社会に変えていくことが期
待されていることが挙げられる。たとえば、
高齢者サポートクラブの委員や区健康基金
の委員に就任している。彼ら/彼女らの仕事が
住民の面倒をみることであったことから、彼
らを有給にし、活用することを政府は企図し
たのであろう。 
そこで、新しい役割を担った村落保健ボラ

ンティアがどのような成果をあげているか
を探求した。その成果を検討したうえで、村
落保健ボランティアが農村を市民社会形成
にあたり、有用かいなかを検討することにす
る。 
 

３．研究の方法 
 現地で資料収集をおこなうとともに、フィ
ールドワークをおこないインタビュー調査
と参与観察を実施した。くわえて、対象地の
データを比較研究し、そこから知見を得るマ
ルチエスノグラフィーの方法を採用した。 
 
４．研究成果 
 北タイではチェンマイ県サンパトーン郡
の町バーン・クラーン町とバーン・ターカー
ン村を調査し比較した。東北タイではスリン
県ムアンリン区のルワム・ウドム村とチョン
プラ町を調査し比較した。 
近年のタイ農村の変容のひとつは、タック

シン政権が導入した 30 バーツの医療保健制
度や保健所の区病院昇格などの医療制度の
変化がある。こうした変化のなかで、村落保
健ボランティアは 2009 年から有給になり、
仕事量も増えるとともにいっそう責任ある
仕事に転換した。 
そのほか、タイ農村の変容として、多くの

住民組織がつくられていることがある。タッ
クシン政権以後、村落復興基金や SML の各行
政村への提供などによって、村落基金、協同
店、貯蓄組合、水利用組合など多くの住民組
織が村につくられてきた。 
今回複数の調査地で比較調査した結果、以

下のことがわかった。北タイと東北タイどち
らの町にも健康保険が導入されていなかっ
た。これは、町全体で合意を図るのが難しい
ためであった。農村地区の３か所には健康保
険が導入されていた。 
タックシン政権以後、補助金の受皿として

多くの住民組織が村につくられたことは指
摘したが、新しくつくられた委員会の委員長
や委員に村長と自治体委員、村落保健ボラン
ティア委員会委員長が就任していた。前の二
者は権力を有しているが、後者は権力を有し
ていないが、村人とのネットワークを幅広く
有していた。 
たとえば、北タイのバーン・ターカーン村、

東北タイのルワム・ウドム村の事例において
も、村長、区自治体委員、そして村落保健ボ
ランティア委員会委員長が委員長や重要な
委員に就任している。前の二者は権力を有し
ているのに対して、後者は権力を持ち合わせ
ず、村人と幅広いネットワークを有していた。
というのは、村落保健ボランティア委員は自
分の受け持ちの世帯の人びとと頻繁に接触
することになったからである。結果的に、村
落保健ボランティア委員の仕事の重要性が
増したといえる。なかでも、村落保健ボラン
ティア委員会委員長は村の中でますます重
要になった。 
たとえば、村落保健ボランティア委員会委

員長が、ルワム・ウドム村では村落基金、協
同店、水道組合の委員と区の高齢者サポート
クラブの委員と区健康基金委員を、バーン・
ターカーン村では高齢者サポート委員と水
道組合委員、観光委員会委員、それと区健康



基金委員をしていた。バーン・カーム村は、
委員長の夫が元教師ということで、村落保健
ボランティア委員会委員長の夫が区健康基
金の委員をしていた。こうした傾向は、北タ
イと東北タイの調査地の周囲の村を調査し
てみたが、どこも同じであった。 
調査した農村にはどの区でも区健康基金

（いわゆる「ワンラバーツ」）が導入されて
いたが、その内容には相違があった。スリン
県の区健康基金の場合には、僧侶がリーダー
として普及に努めており、健康基金の名前
に’kongbun khunatham’という仏教用語が
用いられていた。それに対して、チェンマイ
県のそれは’kongthun’という用語が用い
られており、これは仏教用語ではなく一般的
な金融関係で用いる用語であった。具体的に
は、スリン県の調査地の区健康基金委員は無
償で務めているのに対して、チェンマイ県の
調査地の区健康基金委員は有償で務めてい
た。この相違から、スリン県の区健康基金に
加入することは仏教で言う「徳ある行為」と
考えられている。こうした仏教の理念に裏付
けられた行為が、健康基金の普及においては
たして効果的であったかいなかを検討する
必要がある。 
 その一方で、スリン県チョンプラ郡のある
区健康基金であ、名前はコンブンという仏教
用語を用いているにもかかわらず、村長ら委
員が当基金から借金をしており、かつ手当て
をもらっている事例があった。この基金は僧
侶や NGO・PO の活動家が委員や相談役にくわ
わっていないため、チェック機能が働いてい
ないのではないだろうか。仏教の用語が使わ
れていれば、委員が献身的な貢献をしている
とは限らないことが知られる。 
現状は、村落保健ボランティア委員および

村落保健ボランティア委員委員長が重要な
役職に就任していることから、今後、村落保
健ボランティア委員および同委員長が市民
社会形成にあたり重要な役割を果たすこと
が予想される。とはいえ、その動向には今後
とも継続的に注視する必要がある。 
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